
　
健
康
保
険
法
︵
大
正
十
一
年
法
律
第
七
十
号
︶
第
六
十
五
条
第
一
項
︑
第
六
十
八
条
第
二
項
又
は

第
六
十
九
条
の
規
定
に
基
づ
き
︑
以
下
の
と
お
り
保
険
医
療
機
関
又
は
保
険
薬
局
の
指
定
を
行
っ
た

の
で
︑
保
険
医
療
機
関
及
び
保
険
薬
局
の
指
定
並
び
に
保
険
医
及
び
保
険
薬
剤
師
の
登
録
に
関
す
る

政
令
︵
昭
和
三
十
二
年
政
令
第
八
十
七
号
︶
第
一
条
又
は
第
二
条
の
規
定
に
基
づ
き
︑
公
示
す
る
︒

令
和

年

月

日東
北
厚
生
局
長
　
　
　
　
　
　
　
　
　
尾
崎
　
俊
雄

名　

称　

所　

在　

地　

指

定

年

月

日

指

定

年

月

日

い
わ
き
健
康
管
理
セ
ン
タ
︱

令
和
八
年
三
月
二
十
五
日

い
わ
き
市
中
央
台
飯
野
四
︱
九
︱
二

渡
辺
病
院

令
和
八
年
三
月
一
日

相
馬
郡
新
地
町
駒
ケ
嶺
字
原
九
二

八

二

二
十
四



　
健
康
保
険
法
︵
大
正
十
一
年
法
律
第
七
十
号
︶
第
六
十
五
条
第
一
項
︑
第
六
十
八
条
第
二
項
又
は

第
六
十
九
条
の
規
定
に
基
づ
き
︑
以
下
の
と
お
り
保
険
医
療
機
関
又
は
保
険
薬
局
の
指
定
を
行
っ
た

の
で
︑
保
険
医
療
機
関
及
び
保
険
薬
局
の
指
定
並
び
に
保
険
医
及
び
保
険
薬
剤
師
の
登
録
に
関
す
る

政
令
︵
昭
和
三
十
二
年
政
令
第
八
十
七
号
︶
第
一
条
又
は
第
二
条
の
規
定
に
基
づ
き
︑
公
示
す
る
︒

令
和

年

月

日東
北
厚
生
局
長
　
　
　
　
　
　
　
　
　
尾
崎
　
俊
雄

名　

称　

所　

在　

地　

指

定

年

月

日

指

定

年

月

日

武
藤
歯
科
医
院

令
和
八
年
三
月
三
日

会
津
若
松
市
西
栄
町
八
︱
三
五

八

二

二
十
四



　
健
康
保
険
法
︵
大
正
十
一
年
法
律
第
七
十
号
︶
第
六
十
五
条
第
一
項
︑
第
六
十
八
条
第
二
項
又
は

第
六
十
九
条
の
規
定
に
基
づ
き
︑
以
下
の
と
お
り
保
険
医
療
機
関
又
は
保
険
薬
局
の
指
定
を
行
っ
た

の
で
︑
保
険
医
療
機
関
及
び
保
険
薬
局
の
指
定
並
び
に
保
険
医
及
び
保
険
薬
剤
師
の
登
録
に
関
す
る

政
令
︵
昭
和
三
十
二
年
政
令
第
八
十
七
号
︶
第
一
条
又
は
第
二
条
の
規
定
に
基
づ
き
︑
公
示
す
る
︒

令
和

年

月

日東
北
厚
生
局
長
　
　
　
　
　
　
　
　
　
尾
崎
　
俊
雄

名　

称　

所　

在　

地　

指

定

年

月

日

指

定

年

月

日

コ
ス
モ
調
剤
薬
局
　
森
合
店

令
和
八
年
三
月
一
日

福
島
市
森
合
字
屋
敷
下
三
八
︱
一
四

ア
イ
ン
薬
局
　
ハ
︱
ト
会
津
店

令
和
八
年
三
月
一
日

会
津
若
松
市
河
東
町
谷
沢
字
十
文
字
七
四
︱
二

ハ
︱
モ
ニ
︱
薬
局
　
あ
さ
か
店

令
和
八
年
三
月
一
日

郡
山
市
安
積
荒
井
一
丁
目
五
四

ウ
イ
ン
調
剤
み
な
み
通
り
薬
局

令
和
八
年
三
月
一
日

郡
山
市
駅
前
一
丁
目
九
番
一
号
　
松
風
堂
ビ
ル
一
階

八

二

二
十
四


